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国際文化交流と協力

International Cultural Exchange and Cooperation

野口　英雄

NOGUCHI Hideo

I. 本論の目的と背景

一般に、「文化交流」は既に「国際的」であると理解される。すなわち「文化交流

cultural exchange」の意味は「諸外国と文化面での交流をはかり、相互理解と友好を促進

すること。」（日本語大辞典、p 1 7 4 8）その上に「文化交流」は、狭義の「交流 e x c h a n g e ,

i n t e r c h a n g e」すなわち「ちがった系統のものが互いに入りまじること。また、入りまじ

らせること。」（広辞苑、p992; New Japanese-English Dictionary, p897）を、はるかに凌駕

して理解され、実践される。その主な理由は、「文化」の定義に表現される、一般の理解

に起因している。しかも、実用的には「文化」は「政治」や「経済」から独立して扱うこ

とができそうではあるが、それらの関係は緊密でもある。特に施策や外交の場ではそうで

ある。

国際文化交流は、相互の永い歴史に立脚し、文化領域で持続する効果がある。経済的・

政治的利害などから開放され、一般に経済的で芸術家や大衆が参加しやすく、精神面の友

好が進められる。その意味から、学術や文化交流を外交の第一にする場合が多い。その次

には、技術・経済交流、政治的な交流、安全保障上の交流などが続く。文化交流は単純な

面もあるが、全体では多岐にわたり、複雑でもある。目的・効果の関係が不明確な場合も

少なくない。また楽天的な善意に基づいた自己満足や独善と、潜在的な利己主義など、そ

れが嵩じて相互の誤解、嫌悪や外人嫌いなどの落とし穴にも必ず遭遇する。これらの点に

ついて深く理解しておく必要がある。国際文化交流をより効果的に推進するためである。

歴史的背景として、過去半世紀の「国際連合 The United Nations」と多くの地域的な

「政府間機関 Inter-Governmental Organizations」とさらに「国際的な非政府機関

International Nongovernmental Organizations」の役割と活動が重要である。これらの国際

機関のイニシアティブと調整・連携によって、文化交流が世界レベルで扱われる点と、公

的かつシステマチックである点の二点が重要である。勿論二国間の交流と、民間の交流は、

しばしば効果的であることも念頭におこう。

本稿に続く一連の小論をもって、現代主流となっている国際文化交流の全体像を理論的、

実践的に考察し、その理念、目的と効果を考察する。以って一般の理解を助けることにあ

る。本稿では、関連の用語の定義を例示し、日本と世界の国際文化交流の動向を念頭に、

特に日本の体制を理解する手段を例示する。

I I .定義

本論と後続の小論の展開に必要な幾つかの語彙の定義を引用しておく。
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「文化 c u l t u r e」：既に私が三つの定義をしたものを再録する（「月刊文化財」 3 ・平成

1 3、p 8 －1 1）。「文化」は第一に、われわれの認識と行為を導く、本来的で無意識に身体

化された「規範」である。第二に「文化」は、われわれの創造的な行為とその客体化され

た生成物の総体であり、過去と現在の生成過程をも含む。例えば、慣習や伝統は第一の

「文化」に該当し、言語、宗教、哲学、文学、造形・演出芸術などは第二の「文化」の重

要な要素である。第三の「文化」は、錯綜した社会現象の総体であると定義できる。それ

は変質した文明のダイナミックなカタチとして観察される。この文化は、グローバリゼー

ションの進行に伴って、人々の行動と認識に急速に起こる変化を伴っている。

さらに本稿の中で「国際文化交流international exchange」に関係する若干の用語を辞書

類から拾う。ただしここでは便宜的に、日本語とそれに直接対応すると判断される英語訳

のみを記す。本来、語彙とその意味は文化に対応していることを重視しなければならない。

したがって多文化の状況下でものごとを判断するためには、語彙とその意味を、多文化比

較しながら理解する必要がある。例えば、「あらゆる公的、私的事柄が無償でなされるの

が原則である文化集団と、それが特別の善意でない限りは有償でなされる文化集団との間

で、国際交流を行う状況」を想定してみよう。そこには、原則を取り決めるための合意を

得るのに、相当の努力を要する。通常は得られた合意以上のいわゆる「常識やジェントル

マン・アグリーメント」を頼りにものごとを進める。ところがその「常識やジェントルマ

ン・アグリーメント」こそが、ある文化に立脚しているので、他の文化集団にそれを無条

件で前提にすることには、やや無理がある場合も多い。このことは容易に理解されるであ

ろう。

「文化集団 a cultural group」=「文化を共有する人びとの集合体」を指し、2 0世紀の後

半以来しばしば、文化の分野では下記の国家や国民などを表現する語彙の代わりに使用さ

れる。その根底として、人びとを集団として分類する基準を「文化」に置き、従来の文化

差別的な基準を乗り越えることが、20世紀後半の人類の努力である。個人や文化集団と国

家主権との相克も乗り越える必要がある。以下の 5 語彙は従って参考までである。また最

近学術の分野で使用される例は、「民族ethnicity, an ethnic group, an ethnic minority」＝

「主として国家体制のもとで一部の人々が、共通の文化的特長を拠りどころとして高揚す

る帰属意識と外部に対して誇示する主体意識。既存の民族的な帰属意識に拠る場合ばかり

でなく、状況に応じて政治的運動としての性格をあわせもつ。」広辞苑、p 2 9 4。

「民族 a nation, a race, a people, an ethnos」＝「文化の伝統を共有することによって歴史

的に形成され、同族意識をもつ人びとの集団。文化の中でも特に言語を共有することが重

要視され、また宗教や生業形態が民族的な伝統となることも多い。社会生活の基本的な構

成単位であるが、一定の地域内にすむとは限らず、複数の民族が共存する社会も多い。ま

た、人種・国民の範囲とも必ずしも一致しない。」広辞苑、p 2 3 1 9。「種族 an ethnic group,

a tribe」=「同一の人種系統・言語系統・文化系統に所属するとおもわれる人々の、客観

的な分類単位。人種・言語・文化が合致すれば種族分類も容易であるが、実際に変差が多

く確固とした分類はない。部族t r i b eと同義にも用いる。」広辞苑、p 1 1 5 3。「人種 a human

r a c e」＝「人間の生物学的な特徴による区分単位。皮膚の色をはじめ頭髪・身長・頭の

形・血液型などの形質を総合して分類される。コーカソイド：類白色人種群、モンゴロイ

ド：類黄色人種群、ネグロイド：類黒色人種群の三大人種群に分類されるが、オーストラ
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ロイド：類オーストラリア人種群、カポイド：コイサン人種群を加えた五大分類も行われ

ている。」広辞苑、p 1 2 4 4。「国家 a state, a nation, a country」=「一定の領土とその住民を

治める排他的な権力組織と統治権とをもつ政治社会。近代以降では通常、領土・人民・主

権がその概念の三要素とされる。」広辞苑、p 8 7 6。「国民 a nation, a member of a nation, a

people, a nationality」=「国家を構成する人間。国籍を保有する者。国権に服する地位では

国民、国勢にあずかる地位では公民または市民と呼ばれる。」広辞苑、p 8 4 5。

「国際 i n t e r n a t i o n a l」＝「諸国家・諸国民に関係すること。もと「万国」とも訳され、

通例、他の語の上につけて用いる。」広辞苑、p 9 3 6。

「文化交流 cultural exchange」＝「諸外国と文化面での交流をはかり、相互理解と友好

を促進すること。」日本語大辞典、p 1 7 4 8。

「交流 exchange, interchange」＝「ちがった系統のものが互いに入りまじること。また、

入りまじらせること。」広辞苑、p992; New Japanese-English Dictionary(NJED), p897。

次に「交流」に付帯する「協力」や「援助」などの行為が発生する。

「協力cooperation, collaboration, working together, make united [concerted] efforts, join forces

[hands] with 」＝「ある目的のために、心を合わせて努力すること。」広辞苑、p630; NJ-

ED, p1017。

「援助　assistant, support, help, aid, back-up」＝「たすけること。助勢。」広辞苑、

p 3 1 5；NJED, p236。

また「文化交流」と「政治」、「経済」や「科学・技術」、「環境」などの広範にわたる分

野の営みが、直接・間接的に絡み合っている。さらには、「国際機関・法・言語」などの

いわば「道具」を理解しておく必要がある。

「政治 politics, government」＝「人間集団における秩序の形成と解体をめぐって、人が

他者に対して、また他者とともに行う営み。権力・政策・支配・自治にかかわる現象。主

として国家の統治作用をさすが、それ以外の社会集団および集団間にもこの概念は適用で

きる。」「政治的 」＝「事務的でなく、実情にあったかけひきをするさま。」広辞苑、

p 1 4 6 8。

「経済 e c o n o m y」＝「人間の共同生活の基礎をなす財・サービスの生産・分配・消費の

行為・過程、並びにそれを通じて形成される人と人との社会関係の総体。」広辞苑、p 8 1 6。

「国際機関 international bodies-organizations、国際的政府間機関 international inter-

governmental organizations」、「国際的非政府機関 international non-governmental

o r g a n i z a t i o n s」。

「国際法 international law」＝「国家間の明示的または黙示的な合意に基づいて主とし

て国家間の関係を規定する法。条約および国際慣習法から成る。」広辞苑、p 9 3 8。

「国際語､世界語 international languages」＝「言語を異にする異民族間で共通に使用さ

れることをもくてきとした人口言語。広く国際的に共通語として用いられる既存の言語。」

広辞苑、p 9 3 7。

ここで目を転じて、「国際交流」は、しばしば「善意」に根ざし、拠りどころにしてい

る事実を理解しておきたい。それと同時に「利害得失」が直接、間接に目論まれているこ

とが少なくない。言い換えると、「友好」のその先、「友好」によってもたれされる親しみ

や信頼関係を利用することもある。その上に、期待に反する国際交流の「落とし穴」もあ
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るというべきであろう。これらの語彙の定義もみておこう。

「善意 favorable sense, well-meant, L: b o n a - f i d e, good faith, well-intentioned, well-meant

on a person’s action」＝「善良な心。他人のために思う心。好意。また、他人の好意など

を好意的に見ようとする心。」 広辞苑、p1512; NJED, p2049。

「利害 interests, concern, stake, advantages and disadvantages, merits and demerits」＝

「利益と損失」広辞苑、p2788; NJED, p1372。

「擦れ違う pass by each other」＝「議論などで、論点が合致しない状態になる。行き

違う。」広辞苑、p1455; NJED, p1682。

「誤解　misunderstanding, misapprehension, misconception, delusion」＝「意味をとり

違えること。間違った理解をすること。思い違い。」広辞苑、p929; NJED, p344。

「独り善がり self-complacency, self-satisfaction, smugness, self-righteousness, self-

f l a t t e r y」＝「自分ひとりだけでよいを思って、他人の説を顧みないこと。独善。」広辞苑、

p2259; NJED, p460 & p214。

I I I .国際文化交流を推進する国際機関

現代の「国際文化交流」は、第二次世界大戦の終結に伴って1945年に創設された「国際

連合 The United Nations」と、その専門機関「ユネスコ　UNESCO: The United Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization」の創設を契機として、世界的に機能して

きた。しかもその目的として、社会のあらゆるレベルで基本的人権を実現し、持続する平

和の構築を目指すことの二点が明解にされてきていることを念頭におくのが妥当である。

文化交流が世界レベルで扱われる点と、公的でシステマチックである点の二点が重要であ

ることを再記する。

次に、「地域的な政府間機関と地域連合 Regional Intergovernmental Organizations and

A s s o c i a t i o n s」と「国際的な非政府機関 International Non-Governmental Organizations」の

創設と、それらの連携した活動が重要である。これらの機関と主な活動については次稿で

概説する。

二国間の国際交流も、政治・経済・技術交流や安全保障同盟に連動し、あるいはそれら

に先駆けてなされ、重要ではある。しかし二国間交流の場合は、他の国々から排他的に理

解される危険もある。この危険を排除するために、例えば日本のような一国が複数の二国

間交流を同時に推進する場合が多い。1980年代以前には、東西の各陣営内の交流が盛んで

あった。2 1世紀には、陣営やブロックを超えて世界規模での文化交流が強く求められる。

それは、地理的な規模の拡大のみを意味するのではない。バルカンやインドネシアなど特

定の国ぐにの中に見られるように、宗教や文化を異にする集団間の交流と協調が求められ

る。それを助けるのはまた、イスラム教やキリスト教のような宗教や文化を共有する外の

ブロックの後ろ盾でもある。イスラエルとパレスチナの和解に、イスラム教国・アラブ諸

国や、あるいはキリスト教・文化によって統合されるE U（European Unionヨーロッパ連

合）とE C（Council of Europeヨーロッパ評議会）が貢献するのも、共通文化ブロックの

後ろ盾の好例である。仏教やヒンズー教・文化ブロックを想定できると仮定して、その役

割の可能性と限界を考察するのは有意義だと考えられている。国連で過去に数度試みられ

たこともある。
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I V．国際文化交流を推進する日本の機関や組織

日本は、第二次世界大戦終結後の過去半世紀以上にわたって、国際文化交流を最も積極

的に推進してきた国ぐにの代表のひとつであろう。政府による公的な外交をあらゆる国と

平等に進めるいわゆる「等距離外交政策」の明示を見たこともある。また外交を通じての

公的協力の二本柱として「経済技術協力」と「文化協力」を掲げたのは1 9 8 0年ごろからで、

現在も変わっていない。2 0 0 0年の沖縄G 7サミットを機会にI Tに力点が置かれるようにな

ったのも同根である。このような過去半世紀の外交の特徴を文化の観点から分析するのは、

将来展望のために有意義であろう。その上に、外交の具体的な分野から意図的に除外され

た重要事項についても論及するのは有意義である。それは、公的もしくわ私的に考えられ

る日本の「外交」と「政治」と「文化協力」あるいわ「文化交流」の関係を、より深く

「文化」のレベルでかつ功利的に理解するためである。すべて今後の作業に期待する。

現在国際交流を推進する日本の公的機関や組織は極めて多くまた多岐にわたる。例えば、

特殊法人の国際交流基金は、国際文化交流すなわち相互理解と国際親善促進を目的に、

1 9 7 2年（昭和4 7）に設立された。東京に本部と 1 事務所を置き大阪など他都市に 3 事務所、

外国事務所・文化センター・日本語センターは26である。設立当初昭和47年の政府資金50

億円。2 0 0 0年 3 月の資本金1 0 6 2億円。その年間事業費1 4 2億円（1 9 9 9年度）を含む運営費

には、政府と民間出資金と、O D A（政府開発援助）が加算される。主な事業は、文化交

流事業団体とその他の団体・機関に資金援助し、民間の文化交流を共済し、さらに文化や

その他の交流事業に助成を行っている。さらに活動の詳細を見よう。

1 9 9 9年度事業費1 4 2億円に占める割合の順に、日本語教育・日本研究（4 0 . 2％）、人物交

流（1 5 . 7％）、日米親善交流（9 . 7％）、美術・舞台芸術交流・国際交流会議（8 . 8％）、海外

事務所（6 . 8％）、アジア交流（6 . 7％）、出版・映像交流（6 . 0％）、国際交流フォーラムな

ど（4.2％）、文化交流施設など協力（0.9％）、文化協力事業（数字なし）。同じく、対象地

域別では、全世界無区分（2 4 . 1％）、北米（1 4 . 4％）、西欧（1 3 . 9％）、東南アジア（1 3 . 7％）、

東アジア（8.3％）、東欧（5.6％）、中南米（5.4％）、大洋州（3.2％）、中近東・北アフリカ

（3 . 1％）、南アジア（3 . 0％）、国内（2 . 8％）などの順である。

その他多岐にわたる国際交流の機関や団体、N G Oなどは、末尾に掲げた名鑑・ダイレ

クトリーに詳しい。例えば、「全国各種団体名鑑、上中下別冊」には、文化を縦横にカバ

ーする分野ごとの分類があり便利である。ついでに幾つかの機関が発行する研究雑誌のリ

ストも本論の末尾に加えた。

企業による文化、文化交流活動について社団法人企業メセナ協議会は、「メセナ白書

2 0 0 0 -特集：市民は企業メセナをこうみている」を発行している。日本の2 5 7 7企業に対し

調査書を送り、4 4 5の回答を得た。その内2 5 8企業はメセナ活動を実施し、また1 8 7企業は

実施していない。1 9 9 9年度で、1 社あたり年活動費は 6 件の活動に対して約 1 億円である。

回答企業の殆どが、メセナ活動の効果とそれに対する市民の高い評価を表明している。つ

いでに外国1 3カ国のメセナについても紹介されている。

V．法文化など

国際文化交流を推進する上で、乗り越えるべき点は、まず上述のように宗教・文化の違

いすなわち世界観、慣習、行動様式・価値体系など本質的な違いを認めあうことである。
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その上に法体系、法の文化の違いを認めあいさらに、それぞれの国で自国の慣習を乗り越

えて、共同行動を取る必要がある。よりよく共同行動を取るために、違いの性格と違いの

生じた根源的メカニズムと理由を理解する必要がある。共通・相互理解、自己変革などの

目標が掲げられる。論理的には可能であろうが、現実的な時間の中では限界が有る場合も

少なくない。われわれは本質的に異なるイスラムの価値体系や法体系を理解する必要に迫

られることが多い。他の法体系についても同様ではあるが。本稿の末尾に、これらの点を

「法文化」などの観点から整理されている若干の参考文献を掲げた。

V I．結論と研究の将来展望

限られた本稿では、実践的な国際文化交流に関連する語彙の幾つかをその一般的な定義

によって理解した。国際機関と日本の機関などについても言及した。しかし、現代主流と

なっている国際文化交流の全体像を理論的、実践的に考察し、その理念、目的と効果を考

察することは、今後一連の小論によらなければならない。しかも日本の文化交流の特質を

文化のレベルで考察することは今後の作業である。
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